
社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 事務局規程 
 
（目 的） 
第１条 この規程は、事務局の組織及び所掌事務に関する事項を定めるものとする。 
 
（組織及び職務） 
第２条 法令に定めのあるものを除き、職員の職及び職務は次のとおりとする。 

職 職 務 の 内 容 

事務局長 会長の命を受け、事務局の業務を総括し、職員を指揮監督する。 

事務局次長 
上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職
務を代理する。 

係 長 上司の命を受け、所属業務を掌理し、所属職員を指導する 

主 査 上司の命を受け、係長を補佐し、特に困難な業務に従事する 

主 任 上司の命を受け、係長を補佐し、困難な業務に従事する 

主 事 上司の命を受け、業務に従事する 

主事補 上司の命を受け、業務に従事する 

２ 事務局長、事務局次長及び係長の職は、管理職とする。 
３ 会長が必要と認める時は、昭和村長の承認を得て、昭和村長部局の職員を事務局長及び職員に委嘱

又は任命をすることができる。 
４ 会長が必要と認める時は、嘱託職員、臨時雇用職員及び非常勤雇用職員を置くことができる。 
 
（事務処理及び含む） 
第３条 事務局の事務処理及び職員の服務については、本会の事務処理規程、経理規程及び就業規則に

よるほか、その他の関係諸規則を準用する。 
 
（所掌業務） 
第４条 事務局に総務地域係、生活支援係、介護事業係及び地域包括支援センターを置き、その業務は次

のとおりとする。 
２ 総務地域係 
（１）理事会、評議員会及び監事会に関すること 
（２）正副会長会議、委員会及び係等代表者会議に関すること 
（３）役職員の人事及び労務管理に関すること 
（４）情報公開の促進及び個人情報保護に関すること 



（５）定款、諸規程及び登記に関すること 
（６）予算、決算及び財務に関すること 
（７）事業計画及び事業報告に関すること 
（８）会員に関すること 
（９）発展強化計画に関すること 
（１０）総合福祉センターの管理運営に関すること 
（１１）シルバー人材センターの管理運営に関すること 
（１２）地域住民参画による地域福祉活動の推進に関すること 
（１３）民生委員児童委員、社会福祉施設（団体）及び関係機関等との連絡調整に関すること 
（１４）ボランティアセンターの運営に関すること 
（１５）学童保育事業に関すること 
（１６）各種団体活動支援及び助成に関すること 
（１７）地域福祉活動計画に関すること 
（１８）共同募金会事業に関すること 
（１９）生活支援体制整備事業に関すること 
（２０）その他、本会の目的を達成するために必要な業務で他の係に属さないものに関すること 
３ 生活支援係 
（１）日常生活自立支援事業に関すること 
（２）低所得世帯への生活指導及び資金援助に関すること 
（３）成年後見制度に関すること 
（４）その他、本会の目的を達成するために必要な生活支援業務に関すること 
４ 介護事業係 
（１）居宅介護支援事業に関すること 
（２）地域密着型通所介護事業に関すること 
（３）通所型サービスに関すること 
（４）その他、本会の目的を達成するために必要な介護業務に関すること 
５ 地域包括支援センター 
（１）地域包括支援センター事業に関すること 
（２）指定介護予防支援事業に関すること 
（３）地域ケア会議推進事業に関すること 
（４）一般介護予防事業に関すること 
（５）その他、地域包括支援センターの目的を達成するために必要な業務に関すること 
 
（事務分掌） 
第５条 職員の事務分掌は、事務局長がこれを定め、その都度会長に報告しなければならない。 
 
（その他） 
第６条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織に関する必要な事項は、理事会において定める。 



 
附 則 この規程は、平成８年４月１日から施行する。 
附 則 この規程は、平成１７年６月１日から施行する。 
附 則 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
附 則 この規程は、平成１９年１月１日から施行する。 
附 則 この規程は、平成２０年１月１日から施行する。 
附 則 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 この規程は、平成２４年１月１日から施行する。 
附 則 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
附 則 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
附 則 この規程は、令和７年７月１日から施行する。 


